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１．本縞の問題意識

消費税は2019年10月，税率が10％に引き上げられた。前年10月の臨時閣議
で安倍晋三首相は，それまで延期してきた消費税の税率10％への引き上げに
ついて，予定どおり翌年10月から実施することを明言し，軽減税率の導入へ
の準備や経済への影響に備える対策を表明していた1。2019年３月に成立し
た同年度予算では，消費税増収分による幼児教育や保育の無償化などのため
7,000億円あまりが計上されたほか，消費税の引き上げによる経済への影響
を平準化するための臨時，特別の措置として，中小小売業等での消費者への
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ポイント還元や，低所得，子育て世帯向けのプレミアム付き商品券など２兆
円以上の対策が盛り込まれた。酒や外食を除く飲食料品などの税率を８％に
据え置く軽減税率制度も用意され，首相の指示通り税率10％への引き上げ
は，10月に実施された。
消費税の税率10％への引き上げは，もともとは民主党の菅直人首相と野田

佳彦首相が進めた「社会保障と税の一体改革」のなかで2012年に決まってい
た。この改革に従って安倍内閣は，2014年４月にも，消費税の税率をそれま
での５％から８％に引き上げている。消費税の増税を定めたこの「社会保障
と税の一体改革」は，一体どのような理由や背景のもと，どのような経緯を
経て決まったのだろうか。
本稿は，まず次節で，「社会保障と税の一体改革」による消費税の税率引

き上げが決定されていく過程を概観する。続く３節では，1979年の大平正芳
内閣が提案した一般消費税から「社会保障と税の一体改革」にいたるまで，
消費税についての説明がどのように変わっていったのか確認される。最後の
節では，消費税をめぐる政治過程の進行や停止について「拒否権プレイヤー
論」をヒントに理解していく。
「社会保障と税の一体改革」による増税は，これまでの消費税の導入や税
率引き上げの過程と比べ，何が違い，何が同じだったのだろうか。有権者か
ら嫌われ，選挙で不利になるかもしれないのに，なぜ政治家たちは消費税の
導入や税率引き上げを主張し，どのように実現させてきたのだろうか。本稿
の問題意識は，このあたりにある2。

２．経緯の確認

「社会保障と税の一体改革」は，社会保障の充実や安定と財政健全化とを
同時に達成するとした改革で，民主党の菅直人首相のもとで2011年に「成案」
がまとめられ，野田佳彦首相に交代した後の同年末に「素案」がまとめられ
た。その後，野田内閣により改革大綱が閣議決定され，2012年の通常国会に，
消費税を段階的に10％に引き上げることなどを定めた税制抜本改革法案が提
出された。法案は，民主党と当時野党だった自由民主党，公明党との間での



― 3―

原：「社会保障と税の一体改革」による消費税引き上げの政治過程

協議を経て，同年６月に衆議院を通過し，８月に参議院で可決，成立した。

（１）成案の決定

自民党から政権交代した民主党が，消費税の引き上げに突き進むきっかけ
となったのは，鳩山由紀夫首相の後をうけて同党代表となった菅首相が2010
年６月に行った記者会見での発言だった。この日，野党の自民党は，財政へ
の責任感などを示す狙いから，同年７月の参議院議員選挙で消費税の税率
10％への引き上げを訴えると発表していた。菅首相は，自民党の発表の直後
に同じく参議院議員選挙に向けたマニフェストを発表する会見に臨み，その
なかで消費税についてあるべき税率や逆進性対策を含む改革案を同年度内に
取りまとめたいとし，税率は自民党が提案した10％をひとつの参考にさせて
いただきたいと発言した3。
消費税は，1997年４月に自民党の橋本龍太郎首相が税率を３％から５％に

引き上げて以降，約10年間にわたって政権の主要課題として正面からは取り
上げられなかった。2008年12月に麻生太郎内閣が消費税を含む税制改革を
2011年度より実施すると閣議決定し，そのための必要な法制上の措置を行う
と附則に書き込んだ税制改正法を2009年３月に成立させたが，その後は再
び，同年８月の衆議院議員総選挙で政権交代を実現した民主党の鳩山首相
が，消費税は引き上げないと表明していた4。
菅首相が，記者会見であえて消費税の引き上げに踏み込んだ背景には，当

時民主党が抱えていた沖縄の普天間基地の移設問題から，有権者の関心を財
政問題にそらす目論見があったとも指摘されている5。一方で，前の鳩山内
閣で財務大臣を務めていた菅首相は，当初は消費税の増税に否定的とみられ
ていたが，2010年２月にカナダで開かれた７カ国財務大臣・中央銀行総裁会
議（Ｇ７）に出席しギリシャの財政危機をめぐる各国の議論に触れたことで，
ギリシャ以上に国債残高の対国内総生産の比率が悪い日本にとって財政危機
は他人事ではないと感じ，消費税への姿勢が変わったとする見方もある6。
選挙を前に政権与党として，財政再建など大きな政治課題に逃げずに取り組
む責任ある姿勢を見せたいという意図もあっただろう。かつて2004年の参議
院議員選挙で，民主党は年金目的での消費税の増税を訴えて選挙に負けな
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かったという経験も影響したかもしれない7。
しかし，菅首相の突然の消費税引き上げの提案は，有権者の広い支持を集

めることはできなかった。７月の参議院議員選挙で民主党は，自民党の51議
席を下回る44議席にとどまり，非改選議席を加えても与党が参議院の過半数
を割るいわゆる「ねじれ国会」の状態となった8。それでも菅首相は，選挙
後も消費税の税率引き上げの意向を取り下げず，９月の民主党代表選挙で消
費税引き上げに反対し立候補した小沢一郎元代表を退けると，10月に首相を
本部長とする政府・与党社会保障改革検討本部を設置した。12月には，社会
保障制度と税制の改革についての成案を翌年半ばまでに得るとした基本方針
を閣議決定し，翌2011年１月には内閣改造を行って，元自民党の経済財政担
当大臣で消費税引き上げによる財政再建を主張していた与謝野馨氏を党外か
ら担当大臣として迎えた9。
与謝野大臣が加わった菅内閣は，同年２月にやはり首相を議長とする社会

保障改革に関する集中検討会議を設置し，民主党内に反対派議員を抱えつ
つ，６月には税率10％への引き上げを盛り込んだ社会保障改革案の決定にま
でこぎ着けた。民主党の調査会では，当然のように強い反対論が相次いだが，
2010年代の半ばまでに段階的に消費税を10％に引き上げるとした「社会保
障・税一体改革成案」は，政府・与党社会保障改革検討本部の成案決定会合
を経て，同年６月末に同本部で決定され，翌７月１日に閣議報告された10。

（２）素案の決定から法案成立へ

消費税引き上げの方針をめぐり党内から強い反発を受けた菅首相は，2011
年６月に辞任を示唆し，８月に退陣を表明した。後任を決める民主党の代表
選挙が同月行われ，立候補した５名の候補者のなかで唯一，消費税の税率を
引き上げる法案を翌年の通常国会に提出すると明言した野田財務大臣が，上
位２名による決選投票で海江田万里経済産業大臣を退け，代表に選ばれた11。
翌月発足した野田内閣は，消費税を引き上げる法案を同年度中に国会に提

出する姿勢を維持し，東日本大震災の復興財源問題に目処をつけると，前後
してフランスで11月に開催された金融・世界経済に関する首脳会合（Ｇ20サ
ミット）で社会保障と税の一体改革を実現するための法案を年度内に提出す
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ることを各国に説明した12。12月には「社会保障・税一体改革成案」を具体
化した「素案」を年内に取りまとめるとした首相指示が，政府・与党社会保
障改革本部で出され，官房長官，財務，総務，厚生労働，社会保障・税一体
改革担当の５大臣が，厚生労働省が同月に公表した中間報告などをもとに議
論を重ねた。民主党内でも，社会保障と税の一体改革調査会や税制調査会で
議論が続いた。消費税の税率引き上げの時期が明確になっていくと，党内で
は再び反対派から強い批判が起こったが，最後には野田首相が自ら党調査会
の総会に出席し，2014年４月に８％，2015年10月に10％への引き上げで押し
切った。消費税の引き上げ時期を明記した「社会保障・税一体改革素案」は，
2012年１月に閣議報告され，翌月には「社会保障・税一体改革大綱」が閣議
決定された13。
自民党の麻生首相が2009年３月に成立させた前出の税制改正法の附則104

条は，消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため2011年度までに必要な法
制上の措置を講ずるとしていた。2014年４月に８％，2015年10月に10％と段
階的に消費税の税率を引き上げることを定めた税制抜本改革法案は，民主党
内の反対派議員の激しい反発を浴びながら，この附則104条に定められた期
限に間に合わせるかのように，年度末の2012年３月末に通常国会に提出され
た14。
ところで，菅首相の「成案」の後に決定されたのが「素案」というのは，

一般的な感覚からすれば逆ではないかとの違和感もある。野田首相があえて
「素案」としたのは，国会のねじれ状況のもとで自民党を与野党協議に引き
込むため，同党が提出した財政健全化責任法案のなかで政府の「素案」がま
とまれば超党派で会議体を作るとなっていた点に目を付けたとする指摘があ
る15。実際，法案の提出後，自民党は与野党協議に応じる。自民党には，も
ともと党税制調査会などに財政規律を重視する議員が一定程度存在し，先に
見たように2010年７月の参議院議員選挙で消費税の税率10％引き上げを訴え
ていた経緯もあった。加えて，自民党側には，消費税引き上げの流れを止め
ないことで民主党内を賛成派と反対派に分裂させ，法案成立に自民党の協力
が必要な状況を作り，野田首相を解散に追い込んでいくという意図もあった
とも指摘されている16。
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自民党が，法案提出後の６月に公明党とともに法案の修正協議に応じ，三
党合意が実現すると，税制抜本改革法案は同月，衆議院を通過した。この際，
民主党は本会議で57名が反対，16名が棄権または欠席した。一方，自民党は
公明党とともに賛成した。その後，自民党は民主党に対する対決姿勢を強め
ていくが，三党合意の枠組みは結果的に崩れることはなく，消費税を引き上
げることを定めた税制抜本改革法は2012年８月，自民党などが賛成した同月
の参議院での首相問責決議の前に，同本会議で可決し，成立した17。

３．変遷する増税の理由

「社会保障と税の一体改革」により消費税の税率が引き上げられる理由に
ついて，政府は，景気や人口構成の変化に左右されにくく働く世代に負担が
集中しない消費税は，社会保障の財源を調達する手段としてふさわしいと説
明してきた。消費税の税率引き上げについての賛否や，社会保障の財源を消
費税に求めることについての是非はともかく，今日では，社会保障と消費税
を結びつけることそのものに対して唐突な印象を受けることは，あまりない
だろう。しかし，付加価値税の導入や消費税の税率の引き上げについて，政
府や与党はこれまで常に一貫して社会保障にのみ結びつけて説明してきたわ
けではない18。

（１）一般消費税の理由

財やサービス全般に広く課税する新しい間接税の導入を総理大臣が初めて
正面から訴えたのは，自民党の大平正芳首相による1979年の一般消費税の提
案だった。この時の理由は，1975年以降赤字国債を毎年発行し続けている財
政状況への対応だった。
大平首相が有権者に不人気な新税の導入をあえて訴えたのは，首相自身が

1975年に赤字国債発行に踏み切った当時の大蔵大臣で，税収不足を安易に公
債で補う財政のあり方に危機感を持っていたためといわれている19。1978年
12月にまとまった自民党の税制改正大綱などでは，福祉財源を充実させるた
めとの理由も添えられてはいたが20，大平首相自身は率直に，財政は前年度
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を上回る国債に依存せざるを得ない状況であり，その再建は国民的課題であ
るとした上で，一般消費税の導入など税負担の問題について論議が深まるこ
とを望むなどと説明した21。
もともと戦後の日本の財政は，1960年代前半までは，高度経済成長に伴う

自然増収などにより国債の発行に頼らず均衡財政が維持されていた。ところ
が，1965年に景気低迷による予想外の歳入不足が生じると，政府は特例の法
律をもうけて国債の発行に踏み切る。翌年度予算からは，建設国債が毎年発
行されるようになった22。さらに1970年代に入ると，革新自治体の広がりや
衆議院議員総選挙での与党の低落傾向などを受け，自民党の田中角栄内閣
が，公共事業の拡大に加え1973年度予算でいわゆる５万円年金を実現するな
ど社会保障の大幅な拡大を図った。大規模な所得税の減税も行われた23。
1970年代の後半には，主要国首脳会議（サミット）などの場で米国などから，
当時の世界経済の停滞を解消するため貿易黒字の日本や当時の西ドイツは国
内需要を拡大するべきだといった声が挙がるようになり，1976年末に発足し
た福田赳夫内閣は，景気対策としてだけでなく米国などとの政策協調のため
にも，翌年度以降の予算で公共事業を拡大していった24。
こうした歳出拡大と景気低迷などによる歳入不足により，大平首相が大蔵

大臣を務めていた1975年には再び赤字国債が発行され，発行額も1965年の約
2,000億円から一気に２兆円台に跳ね上がった。赤字国債の発行額はその後
も伸び続け，1979年には６兆円台に，建設国債も含めた国債依存度は５年前
の約11％から約35％にまで高まった25。
この間，政府の税制調査会が消費税の導入を提言するなどしたが，当時の

福田首相は新税に慎重な姿勢だったという26。これに対し，1978年11月の自
民党の総裁選挙で福田首相を破り，翌月に内閣を発足させた大平首相は，同
年末に自民党の税制改正大綱が1980年度中の一般消費税の実施でまとまる
と，翌１月には一般消費税の導入準備を閣議決定した27。
大平首相は内閣発足以降，1979年４月の統一地方選挙で東京の革新都政や

大阪の革新府政に終止符を打ち，５月の訪米や６月の東京サミットも無事に
乗り切るなど，比較的安定した政権運営を見せていた28。しかし，この一般
消費税の提案に対しては，野党はもちろん経済界や自民党内でも次第に反発
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が強まり，1979年９月に衆議院が解散され総選挙になると，前後して当時の
日本鉄道建設公団などでの不正経理問題も発覚して，税金の無駄遣い批判が
高まった。首相は，衆議院解散直前の国会演説でも，財政再建の核心は特例
国債からの脱却を図ることであり，歳出の削減に努めても財源が不足する場
合は国民の理解を得て新たな負担を求めることにせざるを得ないなどと訴え
ていたが29，投票日が近づくにつれて，結局は新税の提案撤回に追い込まれ
ていった30。
自民党は，この総選挙で当初は勢力回復が予想されていたが，一般消費税

への反発が響き前回に続いて過半数を確保できなかった。のみならず，その
後の国会の首相指名投票で大平首相と福田前首相の二人が争うなど，党内は
総選挙後も大きく混乱した。国会では同年12月，一般消費税は十分国民の理
解を得られなかったとして，財政再建は一般消費税によらず，まず行政改革
による経費の節減，歳出の節減合理化，既存税制の見直しなどを進めること
により財源の充実を図るべきであるなどと明記された決議が，自民党と日本
社会党などの与野党共同で提案され，衆参両院の本会議で可決された31。財
政再建のため消費税を導入するという議論は，こうしてひとまず否定され
た。

（２）売上税の理由

財政再建のための一般消費税が拒否された後，続いて提案されたのは，
1987年の自民党の中曽根康弘内閣による売上税だった。理由は財政再建では
なく，戦後税制の抜本改革だった。
一般消費税の導入が挫折し，国会で財政再建のための増税を否定する決議

が可決された翌年，臨時行政調査会を設置する法律が成立し，1981年３月に
経済団体連合会の土光敏夫元会長を会長とする第２次臨時行政調査会が発足
した。土光臨調とも呼ばれたこの調査会は，増税なき財政再建の方針に軸足
を置いた。1982年度の予算編成は，概算要求枠の伸び率をゼロにするゼロ
シーリングとなり，翌1983年度からは伸び率をカットするマイナスシーリン
グとなった。1982年11月に発足した中曽根内閣も，行政改革に積極的な姿勢
をみせ，1985年に電信電話公社と専売公社を民営化し，1987年には巨額の赤
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字を出し続けていた国有鉄道を民営化した。こうして増税なき財政再建が政
治的主潮となるなか，新税の導入を主張するにあたって，財政再建に代わっ
て，新たに直接税と間接税の比率を見直す税制改革が理由として挙げられる
ようになっていった32。
戦後日本の税制は，周知のように1949年のいわゆるシャウプ勧告以来，所

得税など直接税が中心の税制だったが，所得税の累進課税は所得が上がると
税負担も上昇する。このため，所得税の減税が1970年代終わりから80年代初
めにかけて行われなかったこともあって，中堅所得者の間で負担累増感が高
まっていることが懸念されていた。加えて，個人貯蓄の大半が非課税貯蓄制
度の適用を受けているため高額所得者ほどより多く受益しているという批判
や，個人事業者や農業所得者については申告納税による所得の捕捉が十分で
はないという指摘，いわゆる「クロヨン」問題にも批判が集まっていた。ま
た，当時の物品税など個別間接税は，個々の商品をピックアップして課税の
対象にすることから，例えば当時普及し始めたワープロなど新しい商品に上
手く対応できず，課税されているものと課税されていないものとの間に負担
の不均衡が出ているという指摘もあった。消費のサービス化が進むなかで，
ほとんどのサービスにも課税できず，サービスとモノとの税負担がアンバラ
ンスであるとの指摘もあった33。
こうした税制をめぐる諸問題を背景に，「戦後政治の総決算」を掲げてい

た中曽根内閣は，シャウプ税制以来とも称された税制の抜本改革に意欲を示
した。当時のレーガン米国大統領による税制改革にも触発されたとの見方も
ある34。
中曽根首相は，1985年９月に政府税制調査会に諮問を行い，翌年４月にま

ず所得税の減税を打ち出した中間報告が政府税調から公表されると，直後の
６月に衆議院を解散し，衆議院と参議院の同日選挙に持ち込んで，自民党が
衆議院304議席，参議院で72議席を確保する圧勝をおさめた。その上で，選
挙が終わり，10月に政府税調の答申が課税ベースの広い新たな間接税の導入
を提起すると，12月には自民党の税制調査会により前段階税額控除方式の売
上税の導入を盛り込んだ税制改革の基本方針が決定される。政府税調の税制
改正に関する答申や，自民党の税制改正についての大綱決定を経て，翌年１
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月に中曽根内閣は，税制改正の要綱を閣議決定し，税率５％の売上税を導入
する法案を同年２月に国会に提出した35。
よく知られているように，中曽根首相は衆参同日選挙の前には，大型間接

税の導入を明確に否定していた。1985年２月の衆議院予算委員会で「多段階，
包括的，網羅的，普遍的で大規模な消費税を，投網をかけるようなやり方で
やることはしない」と答弁し，選挙直前の翌年６月にも，国民や自民党員が
反対する大型間接税はやらないと明言している36。実は首相自身は，政府税
調が選択肢として答申で示していた製造業者売上税ならば，いわゆる蔵出し
税であり付加価値税ではないので，選挙前の公約に違反しないと考えていた
のではないかとする指摘がある37。付加価値税に決まった後も，法案では51
品目を非課税品とし，非課税水準を売上高１億円以下と高く設定している
が，これも大型間接税だとの批判をかわすためだろうと指摘されている38。
しかし，やはり公約違反の批判からは免れることはできず，1987年２月の

法案提出後，百貨店協会，チェーンストア協会などの流通業界や，繊維業界
などが中心となり反対運動が組織された。３月の岩手県での参議院議員補欠
選挙では盤石だったはずの自民党候補者が破れ，４月の統一地方選挙では北
海道や福岡県の知事選挙で野党が支持する候補者が当選した39。有権者の反
発は，首相が公約に違反しているととられたことに加え，選挙前に減税のみ
を過大に打ち出し，増税を極力隠そうとした政府の態度への不信感があった
との見方もあった40。国会では，勢いに乗る野党が抵抗を強めて同年度予算
が成立せず，暫定予算に依存する状況が50日間にも及び，衆議院議長の斡旋
案を経て，国会閉会により売上税法案は廃案となった41。

（３）消費税の理由

現在の消費税は，1987年11月に発足した自民党の竹下登内閣により税率
３％で提案され，大平首相による一般消費税の提案から10年後の1989年４月
に導入が実現した。竹下内閣による消費税の導入では，税制改革とともに，
高齢社会への対応が強調された。
1970年代後半から続いていた赤字国債の発行は，1986年度の５兆60億円か

ら，1987年度には実は２兆5,382億円に半減し，1988年度には9,565億円，
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1989年度には2,085億円と急速に減少していた。1990年度から1993年度まで
の４年間は，湾岸地域における平和回復活動の支援財源を調達するためとさ
れた臨時特別公債の9,689億円を除くと，赤字国債の発行はゼロとなった42。
財政状況が好転していくなか，消費税の導入理由の説明として，財政再建で
はなく，まずは売上税と同じく所得税に偏っていて不公平とされた税制の改
革が挙げられた43。
売上税法案が廃案になった後も，税制の抜本改革が引き続き政策課題であ

り続けられた点について，大平首相の一般消費税の場合は，政府による財政
運営の失敗の責任を国民に転嫁するための増税とみなされたのに対し，売上
税の場合は，税制改革の内容そのものに関する反対というよりも中曽根首相
の公約違反に対する反発であり，政策内容や政策選択に直接関わらなかった
ため反対が長続きしなかったと指摘する見方がある44。竹下内閣は，政府税
調の税制改革についての答申を受けると，1988年６月に税制改革要綱を閣議
決定し，所得，消費，資産の間でバランスのとれた税体系を新たに整備し負
担感や不公平感を解消することを最大の目的とするなどとした首相談話を発
表して，翌月に消費税法案を国会に提出した45。
消費税の導入理由として，一方で高齢社会への対応も挙げられた。1987年

の売上税法案の廃案後，税制改正の議論を再開する政府税調に対し竹下首相
は，同年11月の諮問で，抜本的な税制改革の実現は今後の経済の一層の国際
化と高齢社会の到来を展望する時に避けて通れない課題だとした上で，長
寿，福祉社会をより確実なものとして維持するため均衡がとれた安定的な税
体系を構築するとしていた。前出の首相談話でも，経済社会の活力維持や国
際化への即応とともに，豊かな長寿，福祉社会をつくる上でも負担を公平に
分かち合う税制を築き上げる必要があるとした46。法案提出後の1988年10月
には，総務庁と大蔵省による行財政改革の推進についての文書とともに，厚
生省と労働省からは今後の社会保障政策全般の目標と方向を示した「長寿・
福祉社会を実現するための施策の基本的考え方と目標について」が発表され
た47。
高齢社会への対応という説明は，正面から反対しづらいところがあり，野

党や有権者の反発を抑えるうえで一定の効果を持ったともみられる48。もち
ろん，消費税の導入とあわせて所得税の減税も盛り込まれたが，所得，消費，
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資産の間でのバランスのとれた税体系を構築するという説明は，次第に後景
に退いていき，1988年12月に消費税法など税制改革関連法案が成立した際の
首相談話では，今回の改革により経済社会の活力を維持しつつ豊かな長寿社
会をつくる礎が築かれたとの説明が前に置かれた49。消費税スタート後の
1989年12月には，消費税導入の趣旨を踏まえるとして，高齢者の保健福祉
サービス分野で実現を図るべき10か年の目標を掲げた「高齢者保健福祉推進
10か年戦略（ゴールドプラン）」が大蔵，厚生，自治の３大臣合意により策
定された50。
消費税を社会保障と結びつける説明は，その後，政府の説明の基調となる。

1994年２月に細川護煕首相が，税率を３％から７％に引き上げた国民福祉税
を提案した際にも，それに先立つ同年１月に「21世紀ビジョン」と名付けた
私案が発表されている。このなかで高齢化の進展に伴う社会保障などの経費
の増加のために税負担が必要であると訴えた上で，国民福祉税の導入を盛り
込んだ２月の税制改革草案では，本格的高齢化社会を迎え直接税を中心とし
た現行の税制のままでは勤労世代に過度の負担がかかるとし，新税は高齢化
社会において活力ある豊かな生活を享受できる社会を構築するための経費に
あてることを目的として法定するなどと説明された51。
1994年10月に社会党と自民党などの連立政権だった村山富市内閣が，消費

税の５％への引き上げを決めた際も，前月に決定された連立与党による税制
改革大綱で，基本的な考え方として少子化や高齢化により国民負担の増大が
避けられないことは事実として理解を求めなければならないとされた52。
1999年１月に自民党の小渕恵三内閣が自由党と連立した際には，自由党の主
張を反映し，1999年度から消費税のうち国の税収分については年金，高齢者
医療，介護の経費にあてることが毎年度の予算総則に明記されるようになっ
た53。
ただ，確認してきたように，これまでの付加価値税をめぐる議論は，常に

社会保障と結びつけられてきたわけではなく，従って消費税の導入や引き上
げの背景に社会保障以外の要素があっても，それだけで直ちに不誠実という
わけではないし，政策として必ずしも不合理というわけでもない。細川首相
は，福祉との関連をイメージさせる名称の新税を提案したが，税率７％への
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引き上げを訴えた背景には景気対策のために所得税を減税する必要があり，
所得税を中心に６兆円規模の減税を実施するための財源にしようとしたと指
摘されている54。事実，細川内閣の連立与党は，首相が国民福祉税の構想を
断念した後，減税法案のみを提出して６兆円規模の減税を先行させることで
合意し，ひとまず時限立法による１年間の所得税減税の方針を決めている55。
村山首相が税率５％への引き上げを決めた背景にも，高齢化への備えだけで
なく，景気対策のために引き続き所得税減税を行うため，その財源を確保す
るという側面があった。消費税も国民福祉税も反対だった社会党出身の首相
であるにもかかわらず，消費税の税率５％への引き上げを決めた理由につい
て，村山首相自身が，高齢化への備えとともに，円高による景気低迷の対策
として所得税など５兆5,000億円の減税を３年間実施し，その減税分の財源
補填を行うためだったと後に説明している56。制度減税3.5兆円と，1996年ま
での景気対策の特別減税２兆円のいわゆる２階建ての形で減税を先行させ，
恒久減税分などについては1997年度の消費税引き上げによる増収で補うとさ
れた57。

（４）「社会保障と税の一体改革」の理由

1979年に自民党の大平首相が一般消費税を提案した理由は，赤字国債を発
行し続ける財政状況への懸念だった。1980年代に入り増税なき財政再建が主
張されるなか，1987年に中曽根内閣が売上税を提案した際に掲げた理由は，
直接税と間接税のバランスの見直しなどシャウプ税制以来の戦後税制の抜本
改革だった。1988年に竹下内閣により消費税の導入が決まった際には，税制
の抜本改革に加えて高齢社会への対応が強調された。消費税導入後の細川首
相の国民福祉税構想や，村山内閣の税率５％への引き上げ決定では，高齢社
会への対応が理由に挙げられたが，バブル崩壊後の景気対策としての所得税
減税の財源を確保する狙いも背景にあった。
一方，民主党の菅直人首相や野田佳彦首相が進めた「社会保障と税の一体

改革」では，名称が示すように社会保障の充実と並んで財政の健全化が，改
めて理由として前面に押し出された。
赤字国債は，確認したように1993年度までは発行されなかったが，1994年
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度より再び発行が始まり，同年度の8,106億円から1995年度には１兆9,558億
円に急増し，1996年度には９兆1,617億円へと跳ね上がった58。村山内閣の後
をうけ1996年１月に内閣を発足させていた自民党の橋本首相は，財政改革を
行政改革などとともに内閣の主要政策に位置づけ，1997年４月に消費税の税
率５％への引き上げに踏み切るとともに，特別減税を打ち切り，医療費の本
人負担を２割に引き上げ，同年11月には財政構造改革法を成立させた59。し
かし，1998年７月の参議院議員選挙で自民党が議席を大幅に減らし，橋本内
閣が退陣すると，後継の小渕首相は，経済状況や選挙結果を受け財政構造改
革法を停止し，減税や公共投資など景気対策を積極的に展開した。この結果，
小渕内閣による赤字国債の発行は，1999年度の当初予算で前年度の７兆1,300
億円から一気に21兆7,100億円にまで増え，実績では24兆3,476億円にまで達
した。建設国債を加えた公債依存度も，1990年度の9.2％から1996年度には
25.2％，1999年度には42.1％にまで高まった。この時期，高齢化の進行によ
り社会保障関係費も上昇し，1990年度決算の11兆4,805億円から2000年度決
算では17兆6,364億円に増加した。
2001年４月に発足した小泉純一郎内閣は，同年６月に「今後の経済財政運

営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」（いわゆる「骨太の方針」）を
閣議決定し，そのなかで国債発行を30兆円以下に抑制し，その後いわゆるプ
ライマリーバランスを黒字にすることを目標として打ち出すなど財政改革を
推し進めた60。それでも赤字国債の発行は，リーマンショックが起こった
2008年度には再び上昇して26兆1,930億円となり，民主党に政権交代した
2009年度には赤字国債だけで36兆9440億円に上った。翌年度当初予算の総額
92兆2,992億円のうち，国債の償還と利払いを行うための国債費は20兆6,491
億円，社会保障関係費は27兆2,686億円を占めた。
「社会保障と税の一体改革」が，社会保障の充実や安定と財政健全化を同
時に達成するとしたのは，赤字国債の発行が続き，国債費と社会保障費が予
算全体の半分を占めるようになり，社会保障制度の維持を考えることと財政
の持続可能性を考えることとが，素直に結びつくようになった状況を反映し
ている。
社会保障の財源のうち社会保険料は，1990年度の39兆5,154億円から2010
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年度の58兆4,821億円へと緩やかにしか伸びていないのに対し，社会保障給
付費は1990年度の47兆4,153億円から2010年度には105兆3,612億円へと倍増し
ており，国庫負担はこのため1990年度の13兆4,663億円から2010年度には29
兆5,246億円に膨らんでいた。基礎年金の国庫負担割合を２分の１とするた
めの恒久的な財源がなく，2009年度と2010年度は財政投融資特別会計から一
般会計への繰入れにより臨時の財源を手当し，2011年度の当初予算では財政
投融資特別会計や鉄道建設・運輸施設整備支援機構などからの臨時財源2.5
兆円を活用するような状況だった。東日本大震災の発生により，その2.5兆
円も同年５月の第１次補正予算で震災復興費に充てられることになり，財政
の厳しさはさらに増していった61。
「社会保障と税の一体改革」をめぐる議論では，社会保障の財源を調達す
る手段として消費税は，景気の変化に左右されにくく，現役世代など特定の
層に負担が集中しないためふさわしいなどとされた。竹下内閣による消費税
の導入時や，村山内閣による税率５％への引き上げ決定時のように，改革の
中に所得税の減税などが盛り込まれる余地は，もちろんなかった。消費税引
き上げによる増収分は，基礎年金国庫負担割合を２分の１にするために約
３兆円，財政健全化に約７兆円，さらに医療，介護，年金，子育てなどの社
会保障の充実に約３兆円が振り向けられるなどと説明された。また2014年度
からは，消費税の税収のうち国の税収分のすべてを年金，医療，介護，そし
て子育て支援などの少子化対応を加えた社会保障４経費に充てることが，消
費税法に明記されることとなった62。

４．消費税をめぐる拒否権プレイヤー

ジョージ・ツェベリスの「拒否権プレイヤー論」は，政策や現状を変更す
る際に同意が必要なアクターを拒否権プレイヤーと呼び，この拒否権プレイ
ヤーに注目して政治過程を理解する63。拒否権プレイヤーのアイディアや考
え方を参考にして，大平正芳首相の一般消費税の提案から民主党の「社会保
障と税の一体改革」まで，それぞれの政治過程を素描してみると，どのよう
な構図や特徴が見えてくるだろうか。



― 16 ―

志學館法学第21号

（１）与党による拒否

ツェベリスの拒否権プレイヤー論は，政策などを変更する際に同意が必要
な個人または集合的アクターを拒否権プレイヤーとし，これを制度的拒否権
プレイヤーと党派的拒否権プレイヤーとに分けて考える。制度的拒否権プレ
イヤーは，主に憲法など制度によって規定されるアクターで，例えば米国で
あれば法案の成立には下院，上院と，大統領の同意を必要とするので，制度
的拒否権プレイヤーは３つのアクターということになる。これに対して党派
的拒否権プレイヤーは，政治的な状況や対立などにより生まれる拒否権プレ
イヤーで，例えば下院が結束の強い１つの政党により支配され，この政党の
支持なしでは法案が可決しない場合，制度的拒否権プレイヤーは下院である
のに対し，実質的な拒否権プレイヤーは党派的拒否権プレイヤーであるこの
多数派ということになる。あるいは，例えばイタリアの場合，立法は両院と
いう２つの制度的拒否権プレイヤーの同意により可能となるが，実際の党派
的拒否権プレイヤーは連立政権を構成する政党となる64。議院内閣制である
日本もイタリアの場合と同様，衆議院と参議院は制度的拒否権プレイヤーで
ある一方，国会の多数派が内閣を形成するので，与党が党派的拒否権プレイ
ヤーとなる。単独政権であれば，拒否権プレイヤーは１つとなるし，連立政
権であれば，まずは連立する政党の数だけ党派的拒否権プレイヤーが存在す
ることになる。また，いわゆる「ねじれ国会」の状況になると，野党も制度
的拒否権プレイヤーである参議院のなかでの党派的拒否権プレイヤーという
ことになるだろう。
1979年の大平首相による一般消費税の提案は，議院内閣制において通常は

内閣を支持するはずの与党内から拒否が相次ぎ，選挙を前に提案の撤回に追
い込まれた。自民党内では当初，1978年12月に同党の税制調査会小委員会が
一般消費税の導入を1980年１月から実施すると提案し，その後，同じく12月
にまとめられた党税制改正大綱で1980年度中の実現が明記された。しかし，
やがて有権者からの批判を反映する形で党内に導入反対の議員懇談会などが
作られ，党の幹事長や政策調査会長らも次第に導入に消極的な姿勢を示すよ
うになっていった65。1994年の細川護煕首相による国民福祉税の場合も同様
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に，連立与党内の党派的拒否権プレイヤーである社会党などが一斉に反対し
たことで撤回された66。
一方，1987年の中曽根康弘内閣による売上税の場合は，自民党内のほうが

付加価値税の導入を主導した面がある67。中曽根首相自身は，そもそも大型
間接税は導入しないという自らの公約もあって，製造段階で課税するいわゆ
る蔵出し税を念頭に置いていたとみられている。これに対し党の税制調査会
は，間接税について複数の選択肢を挙げた政府税制調査会の答申を受け，
1986年12月に税制改革の基本方針を取りまとめ，このなかで売上高１億円以
下の中小事業者を非課税とし，特定の物品やサービスの取引を非課税とでき
るようにするなど首相の公約に配慮しつつ，税額控除票による前段階税額控
除方式を選択した68。自民党内では売上税をめぐり，中小企業関係議員や流
通関係議員を中心に若手議員からの反対意見が見られたが，党税調の有力議
員に加え，当時，中曽根首相の後継をうかがうニューリーダーと呼ばれた竹
下登党幹事長，安倍晋太郎党総務会長ら党内の有力者たちは，いずれも拒否
しなかった69。このため，反対の動きを見せていた流通業界など利益団体は，
やがて野党と連携するようになっていった70。
売上税は，1987年２月に法案が提出され，その後の参議院議員補欠選挙や

統一地方選挙での自民党敗北の要因となり，国会では野党の抵抗により当初
予算が成立しない事態となって，５月の国会閉会とともに廃案となった。し
かし，党内に反発の動きが表だって広がった1979年の一般消費税の時とは異
なり，売上税を拒否しなかった自民党内ではその後も特に大きな混乱や分裂
などは見られず，10月には政府と自民党の首脳会議で，抜本的な税制改革は
避けて通れない課題であるとする基本方針が再度確認された71。中曽根首相
は後継指名を行い，それにより翌月発足した竹下内閣は，高齢社会への対応
などを強調することで，党内はもちろん，売上税で徹底反対だった野党のう
ち民社党や公明党からも柔軟姿勢を引き出した。当時問題となったリクルー
ト問題への批判に苦慮しつつも，竹下内閣は売上税法案の廃案からわずか１
年半あまり後の1988年12月に消費税法案を成立させた72。
1994年に村山富市内閣により決まった消費税の税率５％への引き上げも，

やはり拒否権プレイヤーだった社会党が拒否しなかったことが決定につな
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がった。社会党は，1988年の消費税導入の際も，1994年２月の細川首相によ
る国民福祉税の提案の際も，強く反対していた。村山内閣による５％への税
率引き上げ決定に対しても，党内では1989年７月の参議院議員選挙で消費税
反対を訴えて当選した議員が翌年に改選を迎えることなどから反対があった
という73。しかし，1994年６月に村山内閣を発足させるにあたり，社会党は
すでに連立政権の樹立に関する合意事項のなかで，所得税や住民税の減税を
継続するとした上で，間接税の税率引き上げなど総合的改革案を提示し，今
年中に関連法案を成立させるよう努力すると明記していた。村山首相自身
も，1994年７月の国会演説で，税制について所得，資産，消費のバランスが
とれた税体系を構築することが不可欠とし，年内の税制改革の実現に努力す
ると表明している。同年９月に連立与党の税制改革プロジェクトチームが税
制改革大綱をまとめたのを受け，村山内閣は翌月に税制改革要綱を閣議決定
し，所得税と消費税の改正法案を国会に提出した。野党各党は法案に反対し
たものの，与党の社会党は自民党とともに，衆参両院で法案に賛成した74。

（２）首相による拒否

議院内閣制なので考えてみれば当たり前だが，消費税などの導入や税率の
引き上げは，国会内の拒否権プレイヤーである与党が拒否したときは実現せ
ず，同意したときは実現している。ただ，もちろん政策の実現に必要なのは，
与党の同意だけではない。例えば，政府の官僚たちから見れば，自分たちが
考える政策を実現するためには，そもそも内閣によって法律案や予算案とし
て国会に提案される必要があるため，首相や内閣もまた政策を拒否する権能
を持ったアクターとなる。
大平内閣が提案した一般消費税の導入は，大平首相だったからこそ，導入

に向けた動きが進んだとの見方がある75。一般消費税をめぐっては1977年10
月，政府の税制調査会が広く一般的に消費支出に負担を求める新税を導入す
ることを考えざるを得ないと答申し，その後，一般消費税特別部会を設置し
て翌年９月に報告書を取りまとめている。しかし，すでに見たように当時の
福田赳夫首相は，自らの在任中の新税導入には積極的ではなく，自民党の税
制調査会も当初はあまり反応がなかったという。これに対して，1978年12月
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に内閣を発足させた大平首相は，大蔵省が求めていた翌年度からの導入こそ
見送ったが，同月の自民党の税制改正大綱を受け，翌年１月には1980年度か
ら一般消費税が実施できるよう準備を進めると閣議決定した76。一般消費税
の導入過程は，前出の党派的拒否権プレイヤーの議論とあわせて描くなら
ば，首相の拒否によって進行が止まっていたが，増税を容認する首相への交
代によって進み始め，しかし拒否権プレイヤーである与党の反対によって結
局は実現に至らなかったと表現することができるだろう。
1987年の売上税については，確認したように中曽根首相は当初，蔵出し税

を支持し付加価値税には拒否的だった。しかし，自らが任命した党の税調会
長が付加価値税を支持し，経団連を中心とした財界も蔵出し税に対しては反
発していた。また，付加価値税でなければ，所得税の減税の財源をまかなえ
ないことも明らかになっていった。こうした状況を受け，首相が態度を変化
させ容認に転じたことで，売上税は法案の国会提出にまで進んでいった77。
一方，小泉純一郎首相は内閣発足以降，自分の首相在任中は消費税の税率

を引き上げない意向を繰り返し明言した。小泉内閣は，歳出総額から国債費
を除いた政策的経費と歳入総額から公債金を除いた税収などを比較した基礎
的財政収支の黒字化を目標とし，公共事業関係費を2001年度当初予算の９兆
4,352億円から2006年度当初予算では７兆2,015億円にまで削減した。2003年
４月には医療保険のサラリーマン本人の自己負担を３割に引き上げ，国と地
方の財政を見直す「三位一体の改革」により，約３兆円規模の税源を地方に
移譲する一方で，４兆6000億円以上の国庫補助負担金の改革を行い，地方交
付税では５兆円を超える総額抑制を行った。2006年７月には，在任中最後の
「骨太の方針」である「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」の
なかに，今後５年間での社会保障や公共投資などの削減額まで書き込んだ78。
このように財政再建に厳しい姿勢で取り組んだ小泉首相だったが，しかし

消費税の引き上げについては，内閣発足直後の2001年５月に国会で，所信表
明演説への質問に答える形で歳出面での徹底的な見直しを行わないまま安易
に増税に頼ることは考えていないと表明し，2003年９月や2004年６月の記者
会見などでも首相在任中は消費税を上げるような環境にはないと繰り返し
た79。小泉内閣以前の小渕恵三首相や森喜朗首相も，消費税の引き上げに踏
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み込む姿勢は見せなかったため，1997年４月に橋本龍太郎首相が税率を３％
から５％に引き上げて以降，2008年１月に自民党の福田康夫首相が社会保障
国民会議を設置し，続く麻生太郎首相が３年後の消費税引き上げに言及して
附則に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うと書き込んだ税制改正法を
2009年３月に成立させるまで，10年あまりにわたって消費税引き上げへの動
きは止まった80。

（３）「社会保障と税の一体改革」の場合

消費税の税率10％への引き上げを決めた「社会保障と税の一体改革」は，
かつて一般消費税の導入の動きが首相の交代によって進んだのと同様，消費
税の引き上げを拒否する鳩山由紀夫首相から，財務大臣を経験した菅直人首
相や野田佳彦首相に交代したことで，法案化への動きが進んだ。そして同じ
く一般消費税を進めようとした大平首相と同様，菅首相や野田首相もまた，
拒否権プレイヤーである与党内の反発に直面した。
2009年の衆議院議員総選挙で自民党から政権交代を実現した民主党の鳩山

首相は，選挙時に消費税の税率は引き上げないと表明し，国会での答弁や党
首討論の場でも消費税を引き上げない考えを繰り返した81。政権発足時の民
主党，社会民主党，国民新党による三党連立政権合意の文書には，消費税の
税率を５％に据え置き，政権担当期間中には引き上げないことが明記されて
いた82。
これに対し菅首相は，2010年７月の参議院議員選挙を前に，民主党の選挙

用マニフェストに消費税を含む抜本改革についての与野党協議を開始する方
針を書き込み，記者会見で自民党が示している税率10％を参考にしたいと提
案した。しかし，民主党内では2009年の政権交代時の公約に違反するなどの
反対論がすぐに表面化し，参議院議員選挙で同党が過半数の確保に失敗する
と，同党の小沢一郎元代表は2010年９月の党代表選挙に立候補して菅首相に
対抗した。翌年６月には小沢元代表を支持するグループなどが，野党の自民
党や公明党などにより提出される菅内閣への不信任案に賛成する構えを見せ
た83。
菅首相は当時，党内で造反が大きくなれば積み上げてきた社会保障と税の
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一体改革がご破算になりかねず，それでは命がけで努力してくれた与謝野馨
大臣に申し訳ないと考えたという84。2010年の選挙の結果，すでに参議院が
与野党ねじれ状態にあるなか，造反の程度によっては衆議院でも過半数を失
いかねない局面に追い込まれた菅首相は，党派的拒否権プレイヤーとなった
民主党内の反対派議員が不信任に同調する動きを抑えるため，辞任を示唆
し，引き替えに「社会保障・税一体改革成案」の取りまとめを進めざるを得
なかった85。
菅内閣による成案を受けた野田内閣は，同じく民主党内の反発を受けつ

つ，2012年１月までに「社会保障・税一体改革素案」を取りまとめ，同年３
月に税制抜本改革法案の国会提出にこぎ着けた。参議院が与野党ねじれ状態
にあるため，民主党は法案提出後，自民党と公明党との間で協議を進め合意
を図った。前出のように自民党側には，協議に応じることで解散に追い込む
意図があったというが，一方の野田首相の側から見れば，三党合意が実現す
ることで自民党と公明党の議員を取り込み，参議院の過半数だけでなく結果
的に民主党内の反対派が拒否しても衆議院で過半数を確保できることになっ
た。６月に三党合意が成立したことで，法案は同月に衆議院本会議で採決さ
れ，野党の自民党や公明党が賛成して衆議院を通過した。民主党からは70名
を超える反対や棄権，欠席が出たものの，菅首相の時とは異なり民主党の反
対派議員はすでに拒否権プレイヤーとはなりえなかった86。
ただしその後，野田首相が衆議院の解散時期を明確にしなかったことか

ら，今度は三党合意により拒否権プレイヤーとしての立場を強めた自民党が
態度を硬化させる。合意が崩れそうになったため，野田首相は，自民党との
党首会談で「近いうちに信を問う」と約束せざるを得なかった。この発言に
より野田首相は，同年11月の衆議院解散に追い込まれていった87。
「社会保障と税の一体改革」による消費税の税率引き上げは，こうして非
自民党の野田内閣が野党の自民党とともに法案を成立させ，政権再交代の
後，自民党の安倍晋三首相が2014年４月にまず税率８％への引き上げを実施
した。消費税の税率５％への引き上げも，やはり非自民党の村山首相が連立
与党の自民党とともに決定し，自民党の橋本首相が実施している。非自民党
の首相が自民党とともに消費税の税率引き上げを決め，自民党の首相が実際
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に引き上げるという図式は，単なる偶然だろうが，安倍首相も橋本首相も前
政権の決定に基づいて引き上げを実施した。
しかしながら安倍首相は，その後，同じく法律で2015年10月に予定されて

いた10％への引き上げについては，前年11月に，2017年４月まで１年半延期
すると表明し，2016年６月には，さらに2019年10月まで２年半延期すると表
明した88。この安倍首相による２回の税率引き上げ延期は，小泉首相や鳩山
首相のケースなどと同様に，首相や内閣が政策の進行を拒否したケースとし
て考えることができるだろう。2019年10月に税率10％への引き上げを実施す
る際には，本稿冒頭に確認したように，全世代型の社会保障制度への転換に
向けた対応として幼児教育や保育の無償化などが同年度予算に盛り込まれ，
消費税引き上げによる需要変動への対策としてポイント還元やプレミアム付
き商品券などが打ち出された。本来は財政規律を重視するとされる財務省
は，こうした消費税増収分の使い道の変更について反対せず，経済産業省が
主導したキャッシュレス決済によるポイント還元を追認し，プレミアム商品
券の構想は自ら与党側に提案したという89。消費税引き上げを進める財務省
に批判的だった首相による３度目の税率引き上げ延期を回避し，消費税の税
率引き上げを確実にするためと伝えられたが，このような同省の動きも，安
倍首相が「社会保障と税の一体改革」の進行を拒否するプレイヤーであった
ことを浮き彫りにしているといえるだろう。

さて，その安倍首相は，2014年11月に税率引き上げの延期を表明した直後，
衆議院を解散して総選挙を実施した。2016年６月の再延期の表明も，翌月の
参議院議員選挙の直前に行われ，その後に選挙が実施された。
増税と選挙の関係をめぐっては，確認してきたように，大平首相が一般消

費税を提案した後の1979年10月の衆議院議員総選挙や，1987年に中曽根首相
が売上税の法案を提出した後の地方選挙などで，いずれも与党だった自民党
は苦戦を強いられ，新税の導入断念に追い込まれてきた。竹下内閣による消
費税も，導入には成功したものの，直後の1989年７月の参議院議員選挙で自
民党は議席を大きく減らし，与党が参議院の過半数を失うねじれ国会となっ
た。消費税の税率５％引き上げが決まった後の1996年10月の衆議院議員総選
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挙では，自民党は予定通りに税率を引き上げると訴えて議席を維持し，与党
が増税を掲げて選挙に勝ったと評されたが，その後，実際に1997年４月に税
率が５％に引き上げられると，北海道拓殖銀行の経営破綻や山一証券の自主
廃業などの経済危機も重なって，やはり自民党は事前の予想に反して翌年７
月の参議院議員選挙で大きく議席を減らした。消費税の税率10％への引き上
げに言及した菅首相の民主党も，2010年７月の参議院議員選挙で議席を減ら
し，ねじれ国会を招いている。
こうしたなか安倍首相は，2014年の衆議院議員総選挙でも，2016年の参議

院議員選挙でも，いずれも自民党の議席維持に成功している。
特に，2014年12月の衆議院議員総選挙では，同年４月に消費税の税率を

８％に引き上げた直後だったにもかかわらず，自民党は前回総選挙と同様に
290議席を超える当選者を確保し，公明党と合わせて３分の２の議席を引き
続き維持した90。この選挙で安倍首相は，前述のように財務省などを押し
切って予定されていた税率10％への引き上げを延期すると突然表明し，この
引き上げ延期の是非を総選挙の争点として打ち出して衆議院を解散すること
で野党の不意をつき，増税批判をかわした。安倍政権の言い回しや戦術の巧
妙さが目を引いた選挙だった91。

（付記）本稿は，早稲田大学の久塚純一先生の古稀を祝賀するために執筆さ
れた。
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